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開会日提出予定議案 

事件議案（４件） 

議案第５３号 契約の締結について                    （教育施設課） 

  予定価格１億５，０００万円以上の工事の請負に係る契約の締結について、八代

市議会の議決に付すべき契約に関する条例第２条の規定により議会の議決を求める

もの 

   契約の目的  八代市学校施設照明設備ＬＥＤ化業務委託 

   工 事 場 所  八代市北の丸町１番７号外３８か所 

   契 約 金 額  ７３７，０６７，１００円 

   相  手  方  小林電工・野村電気商会・宮田電気工業委託業務共同企業体 
 
 
議案第５４号 財産の取得について                     （教育政策課） 

  予定価格２，０００万円以上の動産の買入れに係る契約の締結について、八代市

有財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求めるもの 

   取得する財産  ＧＩＧＡスクール学習用端末（タブレット端末及びタッチペ

ン等） 

   取得予定価格  ４８６，６７５，２００円 

   相  手  方  株式会社内田洋行 九州支店 
 
 
議案第５５号 市道路線の廃止について                 （土木課） 

  市道路線の廃止について、道路法第１０条第３項の規定により議会の議決を求め

るもの 

（１）県道又は他の市道路線との重複解消に係る整理に伴う市道路線の廃止 

①竜西南北１７号線 

路線の全部が県道新八代停車場線と重複していることから、市道路線を廃

止する。                           別紙位置図１ 

②古閑中町４号線、中片町１号線、長田町中片町２号線、宮地町１号線 

路線の一部が別の市道と重複しており、路線の見直しにより起点又は終点

を変更する必要があることから、市道路線を一旦廃止する。 

別紙位置図２・３・４・５ 

（２）八千把地区土地区画整理事業に係る市道路線の廃止 

①古閑中町２号線 

         八千把地区土地区画整理事業に伴う道路の再配置により路線が消失したた

め、市道路線を廃止する。                   別紙位置図６ 

②古閑中町１７号線、古閑中町２２号線  

     八千把地区土地区画整理事業に伴い、路線が延長されたため、市道路線を

一旦廃止する。                                          別紙位置図６ 
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※ 市道路線の廃止の理由等一覧 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
議案第５６号 市道路線の認定について                  （土木課） 

  市道路線の認定について、道路法第８条第２項の規定により議会の議決を求める

もの 

（１） 市道路線の重複解消に係る整理に伴う市道路線の再度認定及び新規認定 

①古閑中町４号線、中片町１号線、長田町中片町２号線、宮地町１号線 

  議案第５５号の（１）②で一旦廃止した路線について、再度、市道認定を 

    行う。                     別紙位置図７・８・９・10 

②中片町４号線、中片町５号線、宮地町１１号線 

議案第５５号の（１）②で一旦廃止した路線について、廃止した区間の一

部を新たに市道として認定を行う。                    別紙位置図 11・12 

（２）八千把地区土地区画整理事業に係る市道路線の再度認定及び新規認定 

①古閑中町１７号線、古閑中町２２号線 

議案第５５号の（２）②で一旦廃止した路線について、再度、市道認定を 

行う。                          別紙位置図 13①② 

②古閑中町区画２７号線、古閑中町区画２８号線、古閑中町区画２９号線、

古閑中町区画３０号線、古閑中町区画３１号線、古閑中町区画３２号線、古

閑中町区画３３号線、古閑中町区画３４号線、古閑中町区画３５号線、古閑

中町区画３６号線、古閑中町区画３７号線、古閑中町区画３８号線、古閑中

町区画３９号線、古閑中町区画４０号線、古閑中町区画４１号線、古閑中町

区画４２号線、古閑中町区画４３号線、古閑中町区画４４号線、古閑中町区

画４５号線 

八千把地区土地区画整理事業により整備された道路を引き継ぎ、今後、本

市において適切に維持管理を行っていくため、市道として認定を行う。 

別紙位置図 13③～⑲・14 

廃止する路線 再度認定等について

①県道との全部重複のため廃止 竜西南北１７号線

古閑中町４号線

中片町１号線

長田町中片町２号線

宮地町１号線

①道路の再配置による路線の消失の
　ため廃止

古閑中町２号線

古閑中町１７号線

古閑中町２２号線

（２）
八千把地区土地区画整理
事業に係る市道路線の廃
止

②終点変更のため一旦廃止 ・終点を変更して再度認定

廃止の理由

（１）
県道又は他の市道路線と
の重複解消に係る整理に
伴う市道路線の廃止

②他の市道との一部重複のため
　一旦廃止

・起点又は終点を変更して再度認定

・起点又は終点を変更して再度認定
・一部区間を新たに市道認定
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（３）一般の用に供する道路として利用されている路線の市道認定 

①古閑中町２３号線                                    

路線の一部区間が八千把地区土地区画整理事業により整備され、一般の用

に供する道路として利用されている路線について、今後、本市において適切

に維持管理を行っていくため、市道として認定を行う。 

別紙位置図 14 

②松江町２号線 

     一般の用に供する道路として利用されている路線について、今後、本市に

おいて適切に維持管理を行っていくため、市道として認定を行う。 

 別紙位置図 15 

③古閑下町１２号線、古閑下町１３号線、古閑下町１４号線、古閑下町１５

号線、古閑下町１６号線、古閑下町１７号線 

     熊本県住宅供給公社により整備され、一般の用に供する道路として利用さ

れている路線について、今後、適切に維持管理を行っていくため、市道とし

て認定を行う。                      別紙位置図 16①～⑥ 

※ 市道路線の認定の理由等一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
条例議案（３件） 

議案第５７号 八代市水道事業の設置等に関する条例等の一部改正について 

（文書統計課） 

  地方自治法の一部改正に伴い、引用条項の整理を行うもの（令和８年９月２４日

施行） 
 
 
議案第５８号 八代市宮地東サテライトオフィス条例の一部改正について   

（商工政策課） 

八代市宮地東サテライトオフィスについて、都市部からの事業所の移転等によら

ないオフィスの利用を可能とするとともに、シェアオフィスを新たな施設として整

備するに当たり、所要の改正を行うもの（公布の日施行） 

認定する路線

①一旦廃止した路線について、起点又は
　終点を変更して再度認定

古閑中町４号線、中片町１号線、長田町中片町２号
線、宮地町１号線

②一旦廃止した路線の一部区間を新規認
定

中片町４号線、中片町５号線、宮地町１１号線

①一旦廃止した路線について、終点を変
　更して再度認定

古閑中町１７号線、古閑中町２２号線

②適切に維持管理を行っていくための新
　規認定 古閑中町区画２７号線～古閑中町区画４５号線

①古閑中町の一般の用に供されている道
　路の新規認定

古閑中町２３号線

②松江町の一般の用に供されている道路
　の新規認定

松江町２号線

③古閑下町の一般の用に供されている道
　路の新規認定

古閑下町１２号線～古閑下町１７号線

認定の理由

（１）
市道路線の重複解消に係る整
理に伴う市道路線の再度認定
及び新規認定

（２）
八千把地区土地区画整理事業
に係る市道路線の再度認定及
び新規認定

（３）
一般の用に供されている路線
の新規市道認定
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議案第５９号 八代市火入れに関する条例の一部改正について     （水産林務課） 

  林野火災対策の推進に係る林野庁通知に基づき、暴風警報若しくは暴風特別警報

が発表され、又は林野火災注意報若しくは林野火災警報が発令された場合に森林等

における火入れを中止することを明確にするため、所要の改正を行うもの（公布の

日施行） 
 
 
追加提出予定議案 

人事議案（１０件） 閉会日提出予定 

議案第６０～６５号 人権擁護委員候補者の推薦について       （人権政策課） 

人権擁護委員（任期３年）のうち、１人に欠員があり、及び５人が令和８年９月

３０日に任期満了となることから、法務大臣に委員候補者を推薦することについて

人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるもの 
 
 
議案第６６号 固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて  （資産税課） 

  固定資産評価員を選任することについて地方税法第４０４条第２項の規定により

議会の同意を求めるもの 
 
 
議案第６７～６９号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることに

ついて                              （人事課） 

  固定資産評価審査委員会委員（任期３年）の３人が令和８年９月２１日に任期満

了となることから、委員を選任することについて地方税法第４２３条第３項の規定

により議会の同意を求めるもの 
 
 
議案以外の諸報告 

報告第３号 予算繰越報告書 

請願陳情処理状況報告書 


